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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源に接続されるデバイスと、
　前記デバイスの所定部品の動きに連動する保護機構と、
　前記電源の電圧より低い電圧を供給し、前記保護機構の作動を検知したときに前記電圧
を遮断する保護機構作動検知部と、
　前記デバイスと前記電源の間に挿入され、前記デバイスを運転／停止させるための駆動
スイッチと、
　制御部からの制御に基づいて前記駆動スイッチをオン／オフする半導体スイッチと、
　前記駆動スイッチと直列に接続され、前記保護機構作動検知部からの電圧によりオンし
、該電圧が遮断されたときにオフして前記デバイスを前記電源から切り離す電源スイッチ
と
を備えたことを特徴とするデバイス駆動回路の保護装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、モータや、モータ駆動式のアクチュエータなどのデバイスに係わり
、特にデバイスの所定部品を取り外した際にモータを強制的に停止させる保護装置に関す
るものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、保護装置を備えたものとして例えば空気調和機が挙げられる。この種の空気調和
機の運転中に室内機の上フラップが取り外されると、スイッチがその状態を検知してマイ
コンに通知し、マイコンは、その通知を受けたときに、室内空気を吸い込んで吹き出すフ
ァンモータを駆動するファン制御部、上下方向に風向きを変える上フラップのモータを駆
動する上フラップ制御部、および左右方向に風向きを変える左右ベーンのモータを駆動す
る左右ベーン制御部への通電をそれぞれ遮断し、各モータを停止させるようにしている（
例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－７１１９４号公報（第４頁、図８）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述した従来の保護装置では、マイコンが故障したり、マイコンのソフトウェアがスイ
ッチの検知と異なる判断をした場合、デバイスであるモータなどを停止させることができ
ないことがあった。また、マイコンが正常に動作しても、ファン制御部、上フラップ制御
部および左右ベーン制御部の何れかが故障していた場合には、使用者の安全を確保するこ
とができなかった。
【０００５】
　本発明は、前記のような課題を解決するためになされたもので、マイコンなどのハード
ウェアやソフトウェアが異常であっても、簡易な構成でデバイスを確実に停止させること
のできるデバイス駆動回路の保護装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係るデバイス駆動回路の保護装置は、電源に接続されるデバイスと、デバイス
の所定部品の動きに連動する保護機構と、電源の電圧より低い電圧を供給し、保護機構の
作動を検知したときに前記電圧を遮断する保護機構作動検知部と、デバイスと電源の間に
挿入され、デバイスを運転／停止させるための駆動スイッチと、制御部からの制御に基づ
いて駆動スイッチをオン／オフする半導体スイッチと、駆動スイッチと直列に接続され、
保護機構作動検知部からの電圧によりオンし、該電圧が遮断されたときにオフしてデバイ
スを電源から切り離す電源スイッチとを備えたものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明においては、保護機構作動検知部からの電圧供給により電源スイッチがオンして
いるときに、制御部の制御により半導体スイッチがオンすると、駆動スイッチがオンして
デバイスに電源が供給されデバイスを駆動する。デバイスの駆動中に所定部品の動きに保
護機構が連動すると、保護機構作動検知部が電圧を遮断して電源スイッチのオン状態をオ
フし、デバイスへの電源供給が遮断される。これにより、保護機構が作動したときに、半
導体スイッチを制御する制御部が故障したり、制御部の制御により駆動スイッチがオフし
なかった場合でも、確実にデバイスの駆動を停止させることができ、安全性と信頼性が向
上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１は本発明の実施の形態に係るデバイス駆動回路の保護装置を説明するための回路図
である。
　図において、駆動スイッチ３は、例えば、後述する半導体スイッチ５に連動してオン／
オフするフォトカプラからなっている。そのフォトカプラの発光ダイオードは、安定化定
電圧源６と半導体スイッチ５との間に挿入され、フォトトライアックは、交流電源１と接
続されるデバイス２の回路上に挿入されている。前述した半導体スイッチ５は、例えばト
ランジスタからなり、ベース側がデバイス駆動回路の中央制御装置１０と接続され、コレ
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クタ側が前記の発光ダイオードを介して安定化定電圧源６に接続され、エミッタ側がアー
スと接続されている。前述したデバイス２は、例えばモータやモータ駆動式のアクチュエ
ータなどを指している。
【０００９】
　電源スイッチ４は、駆動スイッチ３と同様にフォトカプラからなっている。そのフォト
カプラの発光ダイオードは、保護機構作動検知部である保護機構作動検知スイッチ８とア
ースとの間に挿入され、フォトトライアックは、デバイス２の回路上に挿入されている。
保護機構７は、図示していないが、例えばデバイス２の本体ケース（所定部品）などが取
り外されたときに連動し、保護機構作動検知スイッチ８をオフさせるようになっている。
この保護機構作動検知スイッチ８は、例えばリミットスイッチからなり、保護機構７が作
動するまでオン状態を維持し、一端が安定化定電圧源６と接続され、他端が電源スイッチ
４の発光ダイオードに接続されていると共に、中央制御装置１０に接続されている。保護
機構作動検知スイッチ８に接続された安定化定電圧源６の電圧（例えば５Ｖ）は、駆動ス
イッチ３に接続されている安定化定電圧源６の電圧と同一である。
【００１０】
　次に、本実施の形態の動作について説明する。
　保護機構作動検知スイッチ８がオン状態のときは、安定化定電圧源６の電圧が中央制御
装置１０に供給されていると共に、電源スイッチ４の発光ダイオードに供給されている。
このため、電源スイッチ４のフォトトライアックが導通し、中央制御装置１０は、安定化
定電圧源６の電圧印加により保護機構作動検知スイッチ８がオン状態になっていると判断
して、半導体スイッチ５に信号を出力してオンし、駆動スイッチ３の発光ダイオードに安
定化定電圧源６の電圧を供給させる。これにより、駆動スイッチ３のフォトトライアック
が導通し、デバイス２に交流電源１が供給されて駆動する。
【００１１】
　また、保護機構７の作動によって保護機構作動検知スイッチ８がオフしたときは、安定
化定電圧源６の電圧が遮断され、これに連動して電源スイッチ４がオフする。その結果、
交流電源１が遮断され、デバイス２の駆動が停止する。一方、中央制御装置１０は、安定
化定電圧源６からの電圧の遮断を検知したときに保護機構作動検知スイッチ８がオフ状態
になっていると判断して信号の出力を停止し、半導体スイッチ５をオフ状態にする。この
時、駆動スイッチ３への安定化定電圧源６の電圧供給が断たれるので、その駆動スイッチ
３がオフ状態となり、デバイス２の回路をさらに遮断状態にする。
【００１２】
　以上のように実施の形態によれば、保護機構７の作動により保護機構作動検知スイッチ
８がオフしたときに、デバイス２の回路上の電源スイッチ４がオフするようにしたので、
保護機構７の作動時に、中央制御装置１０の故障あるいは中央制御装置１０のソフトウェ
アの処理による誤判断により半導体スイッチ５がオン状態を保持したままであっても、デ
バイス２の駆動を確実に停止させることができ、安全性と信頼性が向上する。
【００１３】
　また、保護機構７の作動時に、半導体スイッチ５が故障してオン状態を保持したり、半
導体スイッチ５がオフしたにも関わらず駆動スイッチ３が故障してオン状態を保持したま
まであっても、電源スイッチ４がオフするので、デバイス２の駆動を確実に停止させるこ
とができ、前記と同様に安全性と信頼性が向上する。
【００１４】
　また、駆動スイッチ３と電源スイッチ４とに同一電圧を供給するようにしているので、
回路構成が簡易となり、安価な保護装置を提供できる。
【００１５】
　なお、前記の実施の形態では、駆動スイッチ３と電源スイッチ４にフォトカプラを用い
たことを述べたが、これに代えて、コイルとスイッチとで構成されるリレーを用いてもよ
い。また、何れか一方のスイッチにフォトカプラを、もう一方のスイッチにリレーを用い
てもよく、同様の効果が得られる。
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【００１６】
　また、保護機構作動検知スイッチ８にリミットスイッチを用いたことを述べたが、これ
に代えて、押しボタンスイッチやスライド式スイッチなどを用いてもよい。また、デバイ
ス２の電源に交流電源１としたが、直流電源でもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態に係るデバイス駆動回路の保護装置を説明するための回路図
である。
【符号の説明】
【００１８】
　１　交流電源、２　デバイス、３　駆動スイッチ、４　電源スイッチ、５　半導体スイ
ッチ、６　安定化定電圧源、７　保護機構、８　保護機構作動検知スイッチ、１０　中央
制御装置。

【図１】
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